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く入札による自動販売機設置場所貸付けの流れ〉

①入札の公告
令和6年 1月 17日 (水 )

①入札の公告等
掲示、県のホームページヘの掲載等

②資料の配布等

令不日6年 1月 17日  (水 )

※公告 日以降

③申込受付期間

(長崎県総務部管財課まで持参又は郵送 )

令和 6年 1月 17日 (水 )

～令和 6年 1月 31日 (水 )17時

②入札係資料の配布 (本案内書)

入札参加申込書ほか関係書類を配布します。

③申込み

一般競争入札参加申込書 (第 1号様式)ほ
か関係書類の提出 (郵送の場合は、簡易書留
により期限内に必着 )

④入札参加資格の確認 ④入札参加資格の確認
申し込み後、県から確認通知を行います。

⑤入札
令和6年 2月 8日 (本 )

長崎県庁行政棟 3階 313会 議室

⑥開札、落札者決定

⑦契約締結
令和6年 2月 14日 (水 )ま でに

③自動販売機の設置
令和6年 4月 1日 (月 )か ら

③貸付料の支払い

毎年度 4月 30日 までに納付 (当 該 日が

金融機関の休業 日であるときは、その翌営

業 日)

⑤申込み

入札書 (第 5号様式 )

入札保証金 (入札額の 5%以上)、 入札者の

印鑑、委任状 (代理人が入札する場合)等 の

必要書類を持参して下さい。〔 〕
⑥開札、落札者決定

入札締切後、入札者の面前で開札 し、落札

者を決定します。

⑦契約締結 (入札日から、ウ日以内 )

県と落札者で契約を締結 します。

〔誰ξ曳身岳鳥主邑農弄〔芋B毯愁li塗微紹
③自動販売機の設置

貸付期間の初 日に自動販売機を設置 (電気

使用量計測用子メーターの設置を含む。)して

ください。

③貸付料の支払い

県が発行する納付書により貸付料を納付 し

てください。
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般 競 争 入 札 参 加 要 領

(自 動販売機設置場所貸付)

長崎県 総務部 管財課

長崎県 総務部 管財課では、自動販売機 (飲料)の設置場所として、一般競争入札により下記物件の貸

付けを行いますので、参加される方は、次の各事項を承知した上で参加してください。

1 入本Ыこ付する事項

(1)貸付けを行う物件

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面

積(耐

設置

台数

最低貸付料

(貸付期間の線

5 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 2階 1.53 1 34,636円

7 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 3階 1.53 1 34,636円

16 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 ど 1.32 1 32,472円

17 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32 1 32,472円

※貸付面積には、使用済み容器回収ボックス設置部分・放熱余地を含む。    、

※別紙「位置図・配置図」を参照。

(2)貸付期間

令和 6年 4月 1日 から令和8年 3月 31日 までとし、契約期間の更新はできません。

(3)用途

自動販売機 (飲料)の設置 。運営に限るものとします。

(4)貸付料等

① 貸付料は、落札金額とし、毎年度4月 30日 (当該日が金融機関の休業日であるときは、その翌営

業日)までに、貸付料のうちの当該年度分を納付していただきます。      |
② 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費 (電力使用量計測用子メーター設置費を含む。)、 移転費

及び維持管理費その他必要とされる一切の経費は設置事業者の負担とします。

なお、自動販売機の運転に必要な光熱水費等は、長崎県が発行する納入通知書により、指定する期

限までに納入してください。

(5)自動販売機の仕様及び管理運営上の連守事項

別添「仕様書」のとおりとします。

2 競争入札参加資格      、

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。

(1)地方自治法施行令第 167条の 4第 1項各号のいずれかに該当する者でないこと。なお、被補助人、

被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第 1号の規定に該

当しない者である。

(2)地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められる者 うち、その事実が

認められた後 3年を限度として知事が定める期間を経過ない者スはその者を代理人、支配人その他の使

用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第77号)第 2条第 2号又は第6号
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の規定に該当しない者であること。

(4)無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律 (平成 ■ 年法律第 147号)第 5条第 1項に

規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。

(5)長崎県暴力団排除条例 (平成 23年長崎県条例第 47号)第 33条第 7項の規定に該当しない者である

こと。

(6)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けていない者であること。

(7)法人にあっては長崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあつては長崎県内に住所を有する

こと。

(8)自動販売機の設置及び運営業務について、 3年以上の実績を有していること。

(9)長崎県税に関し未納がないこと。

(10)消費税及び地方消費税課税事業者にあつては、消費税及び地方消費税の未納がないこと。

(11)下記 3により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。

3 入札参加申込み

入札に参加を希望される方は、事前に入札参加申込書等の配茄を受け、定められた受付期間内に入札参

加申込書等の関係書類を提出し、入札参加資格の確認を受ける必要があります。

(1)関係書類の配布場所及び配布期間

入本L参力日申込書等の配茄期間 入札参加申込書等の受付期間 配布・受付場所

令和 6年 1月 17日 (水)から

令和 6年 1月 31日 (水)まで

※土 。日曜 日、祝祭 日を除く。

9:00-12:00、  13:00ハΨ17:00

令和 6年 1月 17日 (水)か ら

令和 6年 1月 31日 (水)まで

※土 。日曜 日、祝祭 日を除く。

9:00-12:00、  13:00-17:00

長崎市尾上町 3番 1号

(担当部署名 )

長崎県総務部管財課管理リエ

目塾言舌  095-895-2181

FAX  095-895-2553

(2)提出書類

提 出 書 類 法人 個人

① 一般競争入札参加申込書 (第 1号様式) ○ O

② 誓約書 (第 2号様式) ○ ○

③ 商業・法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明) ○

④ 住民票 O

⑤ 使用印鑑届 (第 3号様式) ○ ○

⑥ 長崎県税に関し未納がないことを証する証明書 O O

⑦ 消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書 O O

課税事業者のみ

③ 自動販売機設置等の実績を証明する書類 (任意様式) ○ O

⑨ 設置する自動販売機のカタログ O O

⑩ 委任状

備 考 l ⑩の書類は権限を支店 (社)長等に委任する場合のみ提出してください。

2 権限を支店 (社)長等に委任する場合は①の申込者は受任者 (支店 (社)長等)と してく

ださい。

3 提出部数は各 1部 としまするただし、支店 (社)長等に権限を委任する場合は、②の書類

は本店 (社)及び支店 (社)等それぞれの誓約書を提出してください。

4 ③、④、⑥及び⑦の書類は、参加申込日前 3月 以内に発行されたもの (その写しでも可)

に限ります。また、⑨の書類は、その写しでも可とします。なお、権限を支店 (社)長等に

委任する場合は本店 (社)の ものを提出してください。
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5 ③の書類は権限を支店 (社)長等に委任する場合は受任者 (支店 (社)等)での実績を証

明する書類を提出してください。

(3)関係書類の提出方法

申込書等受付期間内に上記受付場所へ提出してください。(郵送による場合は、簡易書留により、令和

6年 1月 31日 17時必着。)

(4)入札資格の確認

入札参加申込があつたときは、入札参加資格の有無について確認し、申込者に通知します。

なお、入札参加資格の確認を受けた者が、長崎県が行 う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき

排除措置を受けた場合、その資格を取り消すこととします。

また、設置予定の自動販売機が 1の (5)に定める仕様に適合しないと認められる場合は、入札参加申

込者に対し、機種変更を指示する場合があります。

4 入本L

(1)入札及び開本との日時及び場所

物件

番号
施 設 名 入本L日 時 入札場所

5 長崎県庁行政棟 令和 6年 2月 8日 (木)9:40 長崎県庁行政棟 313会議室

7 長崎県庁行政棟 令和 6年 2月 8日 (木)10:00 長崎県庁行政棟 313会議室

16 長崎県庁行政棟 令和 6年 2月 8日 (木)10:20 長崎県庁行政棟 313会議室

17 長崎県庁行政棟 令和 6年 2月 8日 (木)10:40 長崎県庁行政棟 313会議室

※ 入本L開始時刻に遅れた場合、原則入札不参加扱いとします。

※ 入札当日が悪天候 (大雨、大雪、台風接近等)等の場合は入札を延期することがありますので、事前

に各物件の問い合わせ先に確認してくださいb

(2)入札保証金

① 入札に当たっては、入札保証金 (入札見積金額の 100分の5以上に相当する金額で、現金又は支払

地が県内で銀行が振出人である小切手に限ります。)を納付してもらいます。

② 入札保証金は、落札されなかった方には、入本L終了後、直ちに返還します。落札者には、契約保証

金に充当する場合のほか、契約締結後に返還します。

③ 入札保証金は、その受入期間について利息は付けませんざ

(3)入札方法等

① 入札は、入札書 (第 5号様式)及び入札用封筒 (第 6号様到 に必要事項を記載して、記名押印の

上、当該入札書 (第 5号様式)を当該入札用封筒 (第 6号様式)に入れ、入札当日に、入札者又はそ

の代理人が直接入札箱に投函してください。 (郵送による入札は認めません。)

② 入札書 (第 5号様式)は、黒インク等消えにくいもので明確に表示し、誤記又は脱字のため加除し

たときは、その箇所に押印してください。ただし、金額の訂正は認めません。

③ 入札書に記載する金額は、契約期間中の貸付料の総額 (設置場所が建物の場合は消費税及び地方消

費税相当額を含む。)を記載してください。

④ 代理人により入札する場合は、委任状 (第 7号様式)を提出の上、入札書には代理人が押印 (委任

状に押印した代理人の印鑑)して提出してください。 (委任状の提出のない場合は、入札が無効にな

ります。また、代理の場合は、本人でなく、代理人の記嘉 。押印になりますので御注意ください。)

⑤ 入札者は、その理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすること

はできません。
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⑥ 天災地変、その他やむを得ない事由で入札を公正に執行することができないと認められるときは、

入札の執行若しくは開札を延期し、又は入札若しくは開札を中止すること んミあります。この場合の

損害は、各入札者の負担とします。

5 落札者の決定

(1)開札

開札は入札後直ちに、入札者立会いのもとに行います。

なお、入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない県職員を立ち会わせます。

(2)無効な入札

次のいずれかに該当する入札は無効とします。

① 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

② 入札者が法令の規定に違反したとき。

③ 入札者が連合して入札したとき。

④ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。

⑤ 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

⑥ 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。

⑦ 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。

③ 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。

③ 入札書に証賂押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。

⑩ 代理人が入札する場合において、代理人の記賂押印がないとき。

① 入札書の首標金額が訂正されているとき。

⑫ 入札日において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けたとき。

(3)落札者の決定

① 落札者は、県が前もつて設定した最低貸付料以上の価格で最高の価格をもつて入札した者とします。

② 開札した場合に落札者があるときはヽ その者の氏名 (法人の場合はその名称)及び金額を、落札者

がないときは、その旨を開本Lに立ち会つた者に知らせます。

③ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、この入札者にくじを引か

せて落札者を決定します。

この場合、くじを引かない者があるときは、これに代えて、この入札事務に関係のない長崎県職員

に引かせます。

④ l回 目の入札で落札しない場合には、再度入札を行います。

⑤ 落札者が落札決定から契約締結までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力国等排除要

綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととします。

6 契約        '
(1)契約の締結

① 別紙県有財産貸付契約書 (第 8号様式)に より契約を締結しますが、落札決定の日から7日 以内 (令

和 6年 2月 14日 (水)まで)に契約を行わなければなりません。

② 落札者が期限内に契約の締結に応じない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納入した入札保

証金は長崎県に帰属することになります。

③ 貸付契約は、長崎県が落札者とともに貸付契約書に記洛押印したときに確定します。

④ 契約に要する費用は、落札者の負担とします。

(2)契約保証金

① 落札者は、契約締結時に契約金額の 100分の 10以上の契約保証金を長崎県に支払わなければなり

ません。    ｀
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② 落札者が納入した入札保証金は、申出により契約保証金に充当できま丸

この場合に、入札保証金の額が契約保証金の額に満たないときは、その差額を納付しなければなり

ません。

③ 契約保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれに充当するほか、貸付けに伴う一切の損

害賠償に充当します。

④ 契約保証金は、契約期間が満了しく貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借受人 (落札

者)の請求に基づき返還します。

⑤ 契約保証金は、その受入期間について利息はつけません。

7その他

(1)現地 (設置箇所)確認

各設置箇所は特に立入規制等をしていませんので、開庁時間 (土 。日。祝日を除く 9:00～ 17:45)イ こ

自由に現地を確認 していただいて結構です。

(2)長崎県庁行政棟における販売諸条件等

① 開庁時間

・平日 (休 日以外)開庁時間:7～21時

・体日 (土曜ヽ日曜、国民の休日及び年末年始 (12月 29日 ～1月 3日 ))開庁時間19～21時

② 一般来庁者の自動販売機利用可能時間及び場所
。平日:9～ 18時は、全フロアの自動販売機

・平日:7～9時、18時～21時は、1階、2階、3階、8階の自動販売機
。体日:9～21時は、1階、2階、3階、8階の自動販売機

※ただし、物件番号 5、 7の 2台については、職員のみ利用可能 (一般来庁者の利用は不可)

なお、職員は全ての自動販売機を利用できます。                 |
③ 商品搬入時間

平日の9時～18時の間で商品搬入をしていただきます。

④ 商品搬入車両の駐車場所

長崎県庁行政棟北側駐車場を使用していただきます。使用料は無料です。

④ エレベーター

長崎県庁行政棟中央エレベ∵ター (4基)を使用していただきます。

⑥ 長崎県庁行政棟内において、自動販売機以外で飲料を供するものとして売店、食堂があります。

(3)その他

本要領に定めのない事項は、地方自治法 (昭和 22年法律第 67号 )、 地方自治法施行令 (昭和 22年政

令第 16号 )、 長崎県財務規則 (昭和 39年長崎県規則第 23号)及び長崎県の指示によることとします。

(参考図面)

と長崎県庁行政棟位置図
。長崎県庁行政棟各階平面図

(参考データ)

長崎県庁行政棟各階在勤者数

(1～8階)

単位 :人

※県職員 (臨時職員除く)のみの人数です。県庁舎入居団体の人数は含まれておりません。

6

階  数 1階 2階 3階 4階 5階

在勤者数 255 134 98 316 457

階  数 6階 7階 8階 合計

在勤者数 426 275 1,961
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仕  様  書

(自動販売機の仕様及び管理運営上の連守事項)

1 設置場所

(1)施設名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町3番 1号

2階 傷可紙の平面図参照)

2自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設

置範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環境対策

①  「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒー トポンプ式」等の消費電力量の低減に資する技術を採用していること。

② 地球温暖化係数 (GWP)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 (HC)、 又はハイ ドロフルオロオレフ

ィン (HF01234yf)等 を冷媒として採用した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化対策の推進に関

する法律 (平成 10年法律第 ■7号)による)」 を認める。

3自動販売機の設置及び管理覆営上の連守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター (計量法 (平成 4年法律第 51号)に基づ

く検査に合格 したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たつては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、 JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防

止措置を講 じること。

(2)管理運営

① 食品衛生にういて、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること心

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器め回収ボンクスは、原則として自動販売機 1台に 1個以上の割合で貸付面積を超え

ない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行 うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が冷れたりすることがないよう、適切な維持管理を行 うこと。

④ 商品の搬入 。廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦清等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き「、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第二者に譲渡又はⅢバ貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。 (カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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仕  様  書

(自動販売機の仕様及び管理運営上の連守事項)

1 設置場所

(1)施設名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

3階 l月中紙の平面図参照)

2自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボンクスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設

置範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環境対策                                     `
①  「ゾーンクージング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピ‐クカント」、

「ヒー トポンプ式」等の消費電力量の低減に資する技術を採用していること。

② 地球温暖化係数 (GWP)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 (配)、 又はハイドロフルオロオレフ

ィン lHF01234yf)等 を冷媒として採用 した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化対策の推進に関

する法律 (平成 10年法律第 ■7号)による)」 を認める。

3自動販売機の設置及び管理運営上の連守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター (計量法 (平成 4年法律第 51号)に基づ

く検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たつては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、」IS規格及び業界自キ基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。                    下

(2)管理運営

① 食品衛生について、‐商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に 1個以上の割合で貸付面積を超え

ない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が冷れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。

④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦清等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置・連営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。(カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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仕  様  書

(自動販売機の仕様及び管理運営上の連守事項)

1 設置場所

(1)施設名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

8階 (別紙の平面図参照)

2自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図 。平面図」において示す各設置箇所の設

置範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環境対策

①  「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカント」、
「ヒエ トポンプ式」等の消費電力量の低減に資する技術を採用していること。

② 地球温暖化係数 (Gれ?)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 (HC)、 又はハイドロフルオロオレフ

ィン (HF01234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化対策の推進に関

する法律 (平成 10年法律第 ■7号)による)」 を認める。

3自動販売機の設置及び管理運営上の連守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター (計量法 (平成 4年法律第 51号)に基づ

く検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たつては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。

(2)管理運営                                  ・

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。
｀

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に 1個以上の割合で貸付面積を超え

ない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が冷れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。

④ 商品の搬入 。廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦清等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置。運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、平L飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペントボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること。(カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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仕  様  書

(自動販売機の仕様及び管理運営上の連守事項)

1 設置場所

(1)施設名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

8階 傷U紙の平面図参照)

2自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボンクスを含む)は、「位置図 。平面図」において示す各設置箇所の設

置範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環境対策

①  「デーンクーリング」、「照明の自動,点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒー トポンプ式」等の消費電力量の低減に資する技術を採用していること。

② 地球温暖化係数 (GWP)の低い(二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 (HC)、 又はハイ ドロフルオロオレフ

ィン (HF01234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化対策の推進に関

する法律 (平成 10年法律第 ■7号)による)」 を認める心

3自動販売機の設置及び管理運営上の連守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を淑J定する子メータ‐ (計量法 (平成 4年法律第 51号)に基づ

く検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たつては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たっては、安全対策として、 」IS規格及び業界自キ基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。

(2)管理運営

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器の回収ボンクスは、原則として自動販売機 1台に 1個以上の割合で貸付面積を超え

ない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと。

④ 商品の搬入 。廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦隋等については、設置事業者の責任において姑応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置。運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水(乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、礎 ミック等の密閉式の容器とすること。(カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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第 1号様式

一般競争入札参加申込書
令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

(申 込者)住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

令和 6年 2月 8日 (木 )に実施 される下記 自動販売機の設置場所の貸付に係る入札に参加 し

たいので、次の とお り必要書類iを添えて申し込みます。

また、県のホームペ‐ジ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意 します。

なお、この申込書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約 します。

記

1 入札参加 を希望する物件

添付書類 (提出する書類にOを 付けて ください。)

( )誓約書 (第 2号様式 )

( )商業・法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)(コ ピーで可 )

( )住民票 (コ ピーで可 )

( )使用印鑑届 (第 3号様式)

( )長崎県税に関し未納がないことを証す る証明書 (コ ピーで可 )

( )消費税及び地方消費税の未納がないことを証する証明書 (コ ピーで可 )

( )自 動販売機設置等の実績を証明する書類 (任意様式 )

( )設置す る自動販売機のカタログ (コ ピーで可)

( )委任状 (権限を支店 (社)長等に委任する場合のみ添付すること。)

3 担当者名等 (県か ら問い合わせ等を行 う場合があ りますのでご記入 ください。)

担当者名

所属部署

電話番号

F A X
電子 メー ル

備考 1 権限を支店 (社)長等に委任する場合は、申込者は受任者 (支店 (社)長等)と し

てください。

印

2

参加

希望

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面積

(∬ )

設置

台数

5 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 2階 1.53 1

7 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 3階 1.53 1

16 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32 1

17 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 e階 1.32 1
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2 商業 3法人登記簿謄本、住民票、長崎県税に関する納税証明書、消費税及び地方消

費税に関する納税証明書は、参加 申込 日前 3月 以内に発行 されたもの (そ の写しで可)

として ください。なお、権限を支店 (社)長等に委任する場合は本店 (社)の ものを

提出 してください。

3 自動販売機設置等の実績を証明する書類 (任意様式)は、権限を支店 (社)長等に

委任す る場合は受任者 (支店 (社)等 )での実績を証明する書類を提出してくださいざ

20



第 2号様式

誓  約  書
令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

私は、長崎県が実施する自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加 申込にあた り、
次の事項を誓約 します。

印

限

第

受

で

り

。

制

法

を

者

あ

自
現
現
れ
暴
条
無
た
長
あ
長

さ
　
２
　
け
　
は

1

2
3

4

5

6

7

8
ません。

長崎県内に本店、支店又は営業所を有 しています。 (法人の場合のみ )

9 入札について、一般競争入札参加要領の記載事項及び貸付契約書の約定を承知の上、参加 しま
すので、後 日これ らの事柄について長崎県に対 し一切の異議、苦情を申し立て致 しません。

注)権限を支店:(社)長等に委任する場合は、本店 (社)の誓約書と支店 (社)等の誓約喜を
それぞれ提出してください。

【関係法令】
O地方自治法施行
(一般競争八札の

第167条の4 普

年
格
団

２２
資
共

和
の
公

昭
者
方

く
加
地

令
参
通

政令
)

体は

第16号 )よ リー部抜粋

、特別の理由がある場合を除くほか、マ般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加 させる
ことができない。                                               、

(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

t:;璧賃議管躍笹?禁雪家驀電あ編笹墓信餡堺言法律(平成3年法律第77号 )第 32条第1項各号に掲げる者
2普通地方公共団体は、一般競争入札に参加 しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について 3

写4審杞碧熙宅憲P匿死管羅書今製
こ参加させないことがで

=る

。その

=を

代理人、支配人その他の使用
本

又li入札代理人とし
下
使用

(1)契約の履行に当た り、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若 しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2)競争入札又はせ り売 りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害 し、若 しくは不正の利益を得るために連

(3含 揺花与慕拠約を締結すること又は契約者が婁約を履行することを妨げたとき。
(4)地方自治法第234条 の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5)正 当な理由がなくて契約を履行 しなかつたとき。
(6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7)こ の項 (こ の号を除く。)の規定によリー般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理

。糞ち蕎晋とこ客紫蜜犠丹奄ふ脇正磐肥出手な墓粋 (平成 3年法律第77号 )よ リー部抜粋
(定義 )

第 2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定あるところによる。
(2ち

露之用〆哲菅詔馬金鋪幹暴
(そ の団体の構成団体の構

T景
を含む。)が集岡的に又は■習的に暴力的不法行為等を行 うことを助長す

(6)暴力団員 暴力団の構成員をい う。
O無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する法律 (平成H年法律第147号)よ リー部抜粋
(観察処分)

第 5条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ちた団体が、次の各号に掲げ
る事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続 して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対 し、3年を超えな
い期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行 うことができる。

(1)当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有 していること。
(2)当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
(3)当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員 (団 体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するも
のをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。

(4)当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持 していること。
(5)前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足 りる事実があること。
O長崎県暴力団排除条例 (平成23年長崎県条例第47号)よ リー部抜粋
(公表等)

第33条
7知事は、第 31条第 2項の勧告又は同条第 3項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告等に従わないと
きは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行 う入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。
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第 3号様式

使 用 印 鑑 届

弊社 (店)が貴県との取引上使用する書類には、すべて上記の印鑑を使用いたしますので届

け出ます。

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

注)権限を支店 (社)長等に委任する場合は支店 (社 )等の使用印鑑届のみで可とします。

印

22



第 4号様式

注  1 委任状は、権限を支店 (社)長等に委任する場合のみ記入すること。

2 委任期間の末日は賞付期間 (契約期間)の末日から 1か月後とすること。
23

委  任  状

商号又は
名  称

私は、 役 職 名

氏  名

を代理人と定め下記権限を

委任 します。

1 令和 6年 2月 8日 に実施 され る下記 自動販売機設置場所貸付の入札・→契約締結
に係 る一切の件

2 契約締結後の自販機の設置 。運用に係 る一切の件

3 複代理人の選定に係る件

入札物件

委 任 期 間

自

　

　

至

年 月

　

　

月

日

　

　

　

日
年

年 月 日

所  在  地

商号又は名称

代表者氏名 ⑪

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面積

(だ )

設 置

台数

5 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 2階 1.53だ 1



第 4号様式

注 1 委任状は、権限を支店 (社)長等に委任する場合のみ記入すること。

2 委任期間の末日は貸付期間 (契約期間)の末日か ら 1か月後とすること。
24

委  任  状

商号又は
名  称

私は、 役 職 名

氏  名

を代理人 と定め下記権限を

委任します。

1 令和 6年 2月 8日 に実施される下記自動販売機設置場所貸付の入札・契約締結
に係る一切の件

2 契約締結後の自販機の設置・運用に係る一切の件

3 複代理人の選定に係る件

入札物件

委 任 期 間

自

　

　

至

年 月

　

　

月
さ

日

年 日

年 月 日

所  在  地

商号又は名称

代表者氏名 ⑪

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面積

(∬ )

設置

台数

7 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 3階 1.53ピ 1



第 4号様式

1 委任状は、権限を支店 (社)長等に委任する場合のみ記入すること。

2 委任期間の末日は貸付期間 (契約期間)の末 日から 1か月後とすること。
25

委  任  状

商号又は
名  称

私は、 役 職 名

氏  名

を代理人 と定め下記権限を

委任 します。

1 令和 6年 2月 8日 に実施される下記自動販売機設置場所貸付の入札・契約締結
に係る一切の件

2 契約締結後の自販機の設置 。運用に係 る一切の件

3 複代理人の選定に係る件

入札物件

委 任 期 間

自

　

　

至

年 月

　

　

月

日

年 日

年 月 日

所  在  地

商号又は名称

代表者氏名 ⑪

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面積

(∬ )

設置

台数

16 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32∬ 1

注



第 4号様式

1 委任状は、権限を支店 (社 )長等に委任する場合のみ記入すること。

2 委任期間の末日は貸付期間 (契約期間)の末日から 1か月後とすること。
26

注

委  任  状

商号又は
名  称

私は、 役 職 名

氏  名

を代理人 と定め下記権限を

委任 します。

1 令和 6年 2月 8日 に実施 される下記 自動販売機設置場所貸付の入札・契約締結
に係 る一切の件

2 契約締結後の自販機の設置・運用に係 る一切の件

3 複代理人の選定に係る件

入札物件

委 任 期 間

自

　

　

至

年 月

　

　

月

日

年 日

年 月 日

所  在  地

商号又は名称

代表者氏名 ⑪

物件

番号
施設名 所 在 地 貸付箇所

貸付面積

(ぱ )

設置

台数

17 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32∬ 1



第 5号様式 <建 物の場合>
入   札   書

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

入札者  住  所

(所在地 )

氏  名

(名 称及び代表者名)

代理人  住  所

氏   名

一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知 し、下記のとお り入札 します。

Ｈ
Ｐ

ビ
世

印

記

物件番号

入 札 名

貸付期間

備考

5

自動販売機設置場所貸付に係 る入札 (施設名 長崎県庁行政棟 )

令和 6年 4月 ■ 日か ら令和 8年 3月 31日

入 札 金 額 ¥

1 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)を

記入 してください。

2 入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。

3 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名

押印 (届 出済みの印鑑)してください。代理人欄は空欄で結構です。

4 代理人により入札す る場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄

に記入 (押印不要)した うえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印 (委任状に押印した

印鑑)して ください。
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第 5号様式 <建物の場合>
入   札   書

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

入札者 住  所

(所在地)

氏  名

(名 称及び代表者名 )

代理人  住  所

氏   名

一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知 し、下記のとお り入札 します。

印

印

記

物件番号

入 札 名

貸付期間

備 考

7

自動販売機設置場所貸付に係る入札 (施設名 長崎県庁行政棟 )

令和 6年 4月 1日 から令和 8年13月 31日

入 札 金 額 ¥

1 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)を

記入 してください。

2 入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。

3 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名 を入札者住所氏名欄に記名

押印 (届 出済みの印鑑)してください。代理人欄は空欄で結構です。

4 代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄

に記入 (押印不要)したうえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印 (委任状に押印 した

印鑑)してください。
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第 5号様式 <建 物の場合>
入   札   書

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

入札者 住  所

(所在地)

氏  名

(名 称及び代表者名 )

代理人  住  所

氏   名

一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知 し、下記のとお り入札 します。

F「

印

記

物件番号

入 札 名

貸付期間

備 考

16

自動販売機設置場所貸付に係 る入札 (施設名 長崎県庁行政棟 )

令和 6年 4月 1日 か ら令和 8年 3月 31日

入 本L金 額 ¥

1 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)を

記入 してください。

2 入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。

3 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名

押印 (届 出済みの印鑑)してください。代理人欄は空欄で結構です。

4 代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄

に記入 (押印不要)した うえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印 (委任状に押印した

印鑑)してください。
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第 5号様式 <建物の場合>
入   札   書

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

入札者 住  所

(所在地)

氏  名

(名 称及び代表者名 )

代理人  住  所

氏
‐

名

一般競争入札参加要領記載の事項及び貸付契約書の約定を承知 し、下記のとお り入札 します。

印

印

記

物件番号

入 札 名

貸付期間

備 考

17

自動販売機設置場所貸付に係る入札 (施設名 長崎県庁行政棟 )

令和 6年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日

入 札 金 額 ¥

1 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)を

記入 してください。

2 入札金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。

3 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名

押印 (届 出済みの印鑑)してください。代理人欄は空欄で結構です。

4 代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄

ィに記入 (押 印不要)したうえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印 (委任状に押印した

印鑑)してください。
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第 6号様式

(入札用封筒 )

(表面)

入札名 :自 動販売機設置場所貸付に係る入札 (施設名 長崎県庁行政棟)

本L

氏 名

入 垂
日

物件番号 5
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第 6号様式

(入札用封筒 )

(表面 )

入札名 :自 動販売機設置場所貸付に係 る入札 (施設名 長崎県庁行政棟 )

氏 名

入 本L 書

物件番号 7
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第 6号様式

(入札用封筒 )

(表面 )

物件番号  16

入札名 :自 動販売機設置場所貸付に係る入札 (施設名 長崎県庁行政棟)

入 本L 圭
日

氏 名
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第 6号様式

(入札用封筒 )

(表面 )

入札名 :自 動販売機設置場所貸付に係る入札 (施設名 長崎県庁行政棟)

入 本L 書

物件番号  17

氏 名
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第 7号様式

委   任   状

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

委任者  住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

私は、次の者を代理人 として定め、下記物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯す

る一切の権限を委任いたしますょ

代理人  住  所

氏   名 印

記

備考  1 委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用 して下さい。

2 代理人の印は、代理人が入札で使用する印 (認印可)を押印 して下さい。

印

物件

番号

施設名 所 在 地 貸付箇所 貸付面積

(雷 )

設置

台数

5 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 2階 1.53ポ 1
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第 7号様式

委   任   状

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

委任者  住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

私は、次の者を代理人 として定め、下記物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯す

る一切の権限を委任いたします。

代理人  住  所

氏   名

記

備考 1 委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用して下さい。

2 代理人の印は、代理人が入札で使用する印 (認印可)を押印して下さい。

ロ
ド

ビ
ト

Ｈ
Ｐ

直
ト

物件

番号

施設名 所 在 地 貸付箇所 貸付面積

(∬ )

設置

台数

7 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 3階 1.53∬ 1
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第 7号様式

委   任   状

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

委任者  住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表者名

私は、次の者を代理人として定め、下記物件の一般競争入札に関すること及びこれに付帯す

る一切の権限を委任いたします。

代理人  住  所

氏   名

記

備考  1 委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用 して下 さい。

2 代理人の印は、代理人が入札で使用する印 (認印可)を押印して下さい。

Π
ド

ビ
ト

印

物件

番号

施設名 所 在 地 貸付箇所 貸付面積

_(だ )

設置

台数

16 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32∬ 1
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第 7号様式

委   任   状

令和  年  月  日

長崎県知事  大石 賢吾 様

委任者  住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表考名

私は、次の者を代理人として定め、下記物件の一般競争入本Lに 関すること及びこれに付帯す

る一切の権限を委任いたします。

代理人  住  所

氏   名

記

備考  1 委任者の印鑑は届出済みの印鑑を使用 して下さい。

2 代理人の印は、代理人が入札で使用する印 (認印可)を押印して下さい。

印

印

物件

番号

施設名 所 在 地 貸付箇所 貸付面積

(だ )

設置

台数

17 長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号 8階 1.32だ 1
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入札 日に持参する書類等チェックリス ト

(注)提 出された書類は返還いた しませんのでご了承願います。

入 札

参加者

当日会場に

来 られる方
持 参 す べ き 書 類 等

個

人

の

場

△
日

本  人

□ 印鑑 (届 出済みの印鑑 )

□ 入札保証金 (入札金額の 5/100以上に相当する現金若 しくは

支払地が県内で銀行が振出人である小切手 )

□ 入札書   i
回 入札用封筒

代理人
□

□

□

代理人の印鑑 (委任状に押印 した印鑑 )

入札保証金 (入札金額の 5/100以上に相当する現金若 しくは

支払地が県内で銀行が振出人である小切手 )

入札書

入札用封筒

委任状

法

人

の

場

△
日

代表権を

有す る者

法人 (会社・団体等)の印鑑 (届 出済みの印鑑 )

入札保証金 (入札金額の 5′ 100以 上に相当す る現金若 しくは

支払地が県内で銀行が振出人である小切手)

入札書

入札用封筒

□

□

代理人

代理人の印鑑 (委任状に押印 した印鑑 )

入札保証金 (入札金額の 5/100以上に相当する現金若 しくは

支払地が県内で銀行が振出人である小切手 )

入札書

入札用封筒

委任状

□

□

□

□

□
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落札後に必要となるもの

1 契約保証金

(1)貸付料総額の 100分の 10以上に相当する金額を落札決定の 日から 7日 以内にお支払い

いただきます。

(2)契約保証金につきましては、現金若 しくは支払地が県内で銀行が振出人である小切手

によ りお支払いいただくか、県が発行する保管金払込書により銀行でお支払いいただく

こととなります。

(3)申 出により入札保証金を充当できます。

(4)契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、

借受人 (落札者)の請求に基づき返還 します。

(5)契約保証金は、その受入期間について利息は付けません。

2貸 付 料

貸付料総額の うち当該年度分を、県の発行す る納入通知書により、契約書に規定された期

日までに、県が別途発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

3 収入印紙         `
建物、の賃貸借により自動販売機を設置する場合は、契約書に係 る印紙税は課税されません。

ただし、土地の貸付けにより自動販売機を設置す る場合は、印紙税が課税 されますので、契

約締結時に、200円 分の収入印紙を 1枚ご準備 ください。
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第 8号様式

県 有 財 産 貸 付 契 約 書

貸付人 長崎県知事 大石 賢吾 (以下「甲」という。)と借受人

とは、県有財産の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。

(以下「乙」という。)

(信義誠実の義務 )

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

彼付物件及び貸付 目的)

第 2条 甲は、末尾記載の貸付場所 (以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置場所として乙に貸し付

ける。        
十      1

2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たつては、

別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。

(貸付期間)

第 3条 貸付期間は、令和6年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 までとする。

2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わない。

彼付料)

第4条 貸付期間に係る貸付料は、金OOOOO円 (消費税及び地方消費税本目当額を含む。)(※設置場所が

土地の場合「(消費税及び地方消費税相当額を含む。)」 は削ること。)と し、各年次に属する貸付料 l年額l

は、次に掲げる額とすると

年 次 期 間 釧             (靱

第 1年次 自 令和 6年  4月  1日 至 令和 7年  3月 31日 円

第 2年次 自 令和 7年  4月  1日 至 令和 8年 3月 31日 円

(契約保証金)

第 5条 契約保証金は、金OOOOO円 とする。

2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充

当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。

3 甲が第 19条第 1項第 1号又は同条第 2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は

甲に帰属すると            ‐、

4 甲は 貸ヽ付期間満了後において、乙が第 22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第8条に規定する

電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。

5 契約保証金には利息を付さない。

(貸付料の納付)

第 6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料 (年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎

年4月 30日 (当該日が金融機関の体業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付す

るものとする。

2 甲は、既に糸内入された貸付料を乙に返還しな予ヽものとする。

(費用負働
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第 7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19条第 1項第

2号の規定により撤去する場合は、この限りでなし屯

(電気料の納付)

第 8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置するものと

する。

2 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示

する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送

付するものとする。

3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。

(遅拠卦U′息)

第 9条 甲は、乙が第 6条第 1項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第 3項に定める

納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完締の日まで未納代金につき年剰2.5
パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により上むを得ないと認めら

れるときはこの限りでなヤち

(貸付物件の引き渡し)

第 10条 甲は、第 3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すも

のとする。                         ′

(契約不適合責任等)

第■条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物

件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完て貸付料の減免又は損害賠償の請求

をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法 (平成 12年法律第 61号)の適用を受ける場合は、

乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対

し、貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合

の程度に応じた代金の減頴請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。

3 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は

毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。

(原形変更の禁止)

第 12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承

認を受けたときは、この限りではなヤ屯

(権禾1の議 び転貸の禁止)

第 13条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理義務)

第 14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

(第二者への損害の賠償義務)

第 15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第二者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事

由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。

2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるもの

とする。

(激朝 )
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第 16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければなら

ない。

(商品等の盗難又は毀損)

第 17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス(当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販

売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責

を負わなセち    
′

(実i地調査等)

第 18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若し

くは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若

しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

(契約の解除)

第 19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)乙がこの契約に違反したとき。

(2)甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

2 甲は、乙に次の各号のいずれ力ヽ こ該当する行為又は事実があつた場合、乙に対し催告その他何らの手続

を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)貸付料その他の債務の支払を納囲限から2か月以上怠つたとき。

(2)銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。

(3)甲の書面による承諾なく、乙が 2か月以上貸付物件を使用 しないとき。

(4)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(5)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。

(6)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契

約を継続しがたい事態になったと認めたとき。

(7)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。

3 るは、第 4条に定める第 1年次又は第 2年次の末日の 3か月前までに、甲に対して文書で解約の申入れ

を行 うことにより、当該年次の末日をもうて本契約を解除することができる。

(暴力団等の排除に係る契約解除)

第 20条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱 (平成 22年 9月 13日 施行)丹可表 1

に掲げる措置要件のいずれ力ヽ こ該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、本件契

約を即時解除することができる。

2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる.乙の損害を賠償する責を負わな

い 。

3 同条第 1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第 4条に定める貸付料総額の 10

の 1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。

4 前項の場合において、第 5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保

証金をもうて違約金に充当することができる。

(騨 )

第 21条 乙は、貸付期間の満了又は第 19条及び第 20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する

場合においては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければならな

い 。
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仮形回復の義務)

第 22条 乙は、第 12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄

することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復する

ものとする。

2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。

(損害躙

第 23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したこ

とにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならなし光

2 甲が第 10条第 1項第 2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙

は、甲に対しその補償を請求できるものとする。

(協調

第 24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協

議のうえ決定する。

(管轄裁判所)                                       |
第 25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その 1通を保有する。

令和  年  月  日

貸 付 人 住 所  長崎市尾上町 3番 1号

氏 名  長崎県知事 大石 賢吾

借 受 人 住 所

氏 名

印

F「

貸付物件の表示

名  称 所 在 地 貸付箇所
貸付面積

(♂ )

台数

長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号
2階

(物件番号5)
1. 53 1
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別紙

1

自動販売機の仕様及び管理運営上の道守事項

設置場所

(1)力鱗発名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

2階 傷町紙の位置図及び平面図参照)

2 自動販ノ吉鵡 の仕様       ′

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置

範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)靭 策   |
①  「ゾーンクージング」、「照明の自動点臓・助 、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、

「ヒー トポンプ式」等、消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。

② 地球温暖化係数 lGWP)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化永素 lHC)、 又はハイ ドロフルオロオレフ

ィン lHF01234yf)等 を冷媒として採用 した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゅる「代替フロン (坤球温暖化対策の推進に関
する法律 (平成 10年法律第 117号)による)」 を認める。

3 自動販売機の設置及び管理運営上の道守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メエタ■ (計量法 (平成4年法律第 51〕 に基づく

検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たつては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たつては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。

(2)管理運営

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫 。補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に1個以上の割合で貸付面積を超えな

い範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が冷れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと

④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び静盾等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、騨 ミック等の密閉式の容器とすること。 (カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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第 8号様式

県 有 財 産 貸 付 契 約 書

貸付人 長崎県知事 大石 賢吾 (以下「甲Jと いう。)と借受人

とは、県有財産の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。

(以下「乙」という。)

儒 義誠実の義務)

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならなヤ沌

(貸付物件及び貸付目的)  l
第 2条 甲は、末尾記載の貸付場所 (以下「貸付物件」という。)を 自動販売機の設置場所として乙に貸し付

ける。

2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たつては、

別紙 「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。

(貸付期間)

第 3条 期 間は、令和 6年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 までとする。

2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わなヤ、
.(何

糾 )

第4条 貸付期間に係る貸付料は、金〇〇〇〇〇円 (消費税及び地方消費税相当額を含帆 )(※設置場所が

土地の場合「(消費税及び地方消費税相当額を含む。)」 は削ることと)と し、各年次に属する貸付料 (年額)

は、次に掲げる額とする。

年 次 期 間 貸付料 l年額l

第 1年次 自 令和 6年  4月  1日  ～ 至 令和 7年  3´月 31日 円

第 2年次 自 令和 7年  4月  1日  ～ 至 今I和 8年  3月 31日 円

(契約保証金)                           
′

第 5条 契約保証金は、金OOOOO円 とする。

2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充

当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。

3 甲が第 19条第 1項第 1号又は同条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は

甲に帰属する。

4 甲は、貸付期間満了後において、乙が第22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第8条に規定する

電気料を納付したときは、これを確認後、契約保評小を乙に返還する。

5 契約保証金には利息を付さない。

(貸付料の納付)

第 6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料 (年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎

年4月 30日 (当該日が金融機関の休業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付す

るものとする。

2 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。

(費用負掛
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第 7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19条第 1項第

2号の規定により撤去する場合は、この限りでない。

(電気料の納ω

第 8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置するものと

する。

2 甲は、前項の子メーターの接続ナる親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示

する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送

付するものとする。

3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。

α務壼利′息)

第 9条 甲は、乙が第 6条第 1項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第3項に定める

納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5
パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により上むを得ないと認めら

れるときはこの限りでない。

(貸付物件の引き渡し)

第 10条 甲は、第 3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すも

のとする。

(契約不適合責任等)

第 11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物

件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求

をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法 (平成12年法律第 61号)の適用を受ける場合は、

乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対

し、貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合

の程度に応じた代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。

3 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は

:毀
損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。

傾形変更の禁止)

第 12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承

認を受けたときは、この限りではない。

律断Jの議鰺明宝対甍貸の祉 )

第 18条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理義務)

第 14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

(第二者への損害の賠償義務)                 
｀

第 15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第二者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事

由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。

2 甲が、乙に代わつて前項の賠償の責を果たした場合にはヽ甲は、乙に対して求償することができるもの

とする。

(通知義務)
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第 16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅夫又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければなら

ない。     i
(商品等の盗難又は毀損)             ｀

第 17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販

売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責

を負わなヤ屯

(実地調査等)

第 18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若し

くは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若

しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠つてはならない。

(契約の解向

第 19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)乙がこの契約に違反したとき。

(2)甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続

を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
｀
(1)貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠つたとき。

(2)銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。

(3)甲の書面による承諾なく、乙が 2か月以上期 件を使用 しないとき。

(4)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(5)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。

(6)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契

約を継続しがたい事態になったと認めたとき。

(7)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。

3 乙は、第 4条に定める第 1年次又は第 2年次の末日の 3か月前までに、甲に対して文書葡 徽 の申入れ

を行うことにより、当該年次の末日をもつて本契約を解除することができる。

(暴力団等の排除に係る契約解除)

第 20、 条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱 (平成 22年 9月 13日 施行)丹 U表 1

に掲げる措置要件のいずれ力Wこ該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、本件契

約を即時解除することができる。     i
2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わな

い 。

3 同条第 1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第4条に定める貸付料総額の 10

の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。

4 前項の場合において、第 5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保

証金をもつて違約金に充当することができる。

(騨 )

第21条 乙は、貸付期間の満了又は第 19条及び第20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する

場合においては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き波さなければならな

セ` 。
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(原形回復の義務)

第 22条 乙は、第 12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄

することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復する

ものとする。

2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。

(損害賠償)     ヤ                       ′

第 23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したこ

とにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。

2 甲が第19条第 1項第 2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙

は、甲に対しその補償を請求できるものとする。

(協議)

第 24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協

議のうえ決定する。

(管轄裁判所)

第 25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記お押印のうえ各自その 1通を保有する。

令和  年   月   日

貸 付 人 住 所  長崎市尾上町 3番 1号

氏 名  長崎県知事 大石 賢吾

借 受 人 住 所

氏 名

印

印

貸付物件の表示

名  称 所 在 地 貸付箇所
貸付面積

２ｍ

台数

長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号
8階

l物イ牛フ
・
番号 7)

1. 53 1
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別紙

自動販売機の仕様及び管理運営上の道守事項

1 設置場所

(1)朧
(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

3階 傷J紙の位置図及び平面図参照)

2 自動販売機のF購
(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボラクスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置

範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)蹴 簸

①  「ブーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカント」、
「ヒエ トポンプ式」等ヽ消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。

② 地球温暖化係数 lGWP)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 lHC)、 又はハイドロフルオロオレフ

ィン (HF01234yf)等 を冷媒として採用 した機種とすること。

ただし、紙パック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化封策の推進に関

する法律 (平成 10年法律第 117号)による)」 を認める。

3 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項

(1)設置      ´

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メ▼ター (計量法 (平成4年法律第 51号)に基づく

検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たっては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たつては、安全対策として、JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。

(2)管理連営

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自主基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に1個以上の割合で貸付面積を超えな

い範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が総れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと

④ 商品の搬入 。廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置・運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできません。

(3)販売商品及び販売価格                     ′

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、脱 ミック等の密閉式の容器とすること。 (カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。

51



1亀働エリろ

執務室

i■
1剤

I

物件番号 7       ●
1.53浦 (1.15mxO,9m+0.45mxl.lm)

3階平面図

'T― "∝

∝ ‐|

4- 5



第 8号様式

県 有 財 産 貸 付 契 約 書

貸付人 長崎県知事 大石 賢吾 (以下「甲」という。)と借受人

とは、県有財産の貸付けについて、次のとおり契約を締結する。

(以下「乙」という。)

(信義誠実の義務)

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

(貸付物件及び賛付目的)

第 2条 甲は、末尾記載の貸付場所 (以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置場所として乙に貸し付

ける。

2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たちては、

別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならなしち

(貸付期間)

第 3条 貸付期間は、令和 6年 4月 1日 から令和8年 3月 31日 までとする。

2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わなヤち

(鮒勅

第4条 貸付期間に係る貸付料は、金OOOOO円 (消費税及び地方消費税本目当額を含帆 )(※設置場所が

土地の場合「(消費税及び地方消費税相当額を含む。)」 は削ること。)と し、各年次に属する貸付料 (銅
は、次に掲げる額とする。

年 次 期 間 釧  (鞠

第 1年次 自 令和 6年  4月  1日 至 令和 7年 3月 31日 円

第 2年次 自 令和 7年  4月  1日 至 令和 8年  3月 31日 円

(契約保証金)

第 5条 契約保証金は、金OOOOO円 とする。

2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充

当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。

3 甲が第 19条第 1項第■号又は同条第 2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は

甲に帰属する。

4 甲は、貸付期間満了後において、乙が第 22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第8条に規定する

電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。

5 契約保証金には利息を付さない。

(貨付料の納付)

第6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料 (年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎

年4月 30日 (当該日が金融機関の体業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付す

るものとする。

2 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。

(費用負担)
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第 7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19条第 1項第

2号の規定により撤去する場合は、この限りでない。

(電気料の納付)

第8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メエターを設置するものと

する。             :
2 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示

する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送

付するものとする。

3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。

α諫壼ru′急)

第9条 甲は、乙が第6条第 1項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第3項に定める

納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5
パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により上むを得ないと認めら

れるときはこの限りでなセち

(貸付物件の引き渡し)

第 10条 甲は、第3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すも

のとする。       |
.(契

約不適合責任等)

第11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物

件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求

をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法 (平成 12年法律第 61号)の適用を受ける場合は、

乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対

して貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合

の程度に応じた代金の減頴請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。

3 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅決又は毀損した場合は、当該滅失又は

毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。

傾形変更の禁止)

第 12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承

認を受けたときは、この限りではない。

l権禾けの譲波及び転貸の禁止)

第 13条 乙は、貸付物件の賃借権をイ也人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理義務)

第14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

(第二者への損害の賠償義務)

第 15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第二者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事

由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。    ,
2 甲が、乙に代わつて前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるもの

とする。

(通知義務)

54



第 16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は 直ヽちにその状況を通知しなければなら

ない。

(商品等の盗難又は毀損)

第 17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販

売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責

を負わない。

(実地調査等)

第 18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若し

くは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若

しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠つてはならない。

(契約の解円

第 19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができるも

(1)乙がこの契約に違反したとき。

(2)甲 が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

2 甲は、乙に次の各号のいずれ力載こ該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続

を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠つたとき。

(2)銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があつたとき。

(3)甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上期 件を使用 しないとき。

(4)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(5)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。

(6)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契

約を継続しがたい事態になったと認めたとき。

(7)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたときな

3 乙は、第 4条に定める第 1年次又は第 2年次の末日の3か月前までに、甲に対して文書で解約の申入れ

を行うことにより、当該年次の末日をもつて本契約を解除することができる。

(暴力国等の排除に係る契約解除)

第 20条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱 (平成 22年 9月 13日施行)月 U表 1

に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、イ樫告その他の手続を要することなく、本件契

約を即時解除することができる。

2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わな

ヤヽ。           .

3 同条第1項の規定によりヽ 本契約が解除された場合においては、乙は、第4条に定める貸付料総額の 10

の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。

4 前項の場合において、第 5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保

証金をもつて違約金に充当することができる。

(囀 )

第21条 乙は、貸付期間の満了又は第19条及び第 20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する

場合においてはヽ甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければならな

い 。
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仮形回復の義務)

第22条 乙は、第 12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄

することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復する

ものとする。

2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。

(損害賠償)

第23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したこ

とにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。

2 甲が第 19条第 1項第 2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙

は、甲に対しその補償を請求できるものとする。

(協調

第24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協

議のうえ決定する。

(管轄裁判所)

第25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記お押印のうえ各自その 1通を保有する。

令和  年  月  日

貸 付 人 住 所  長崎市尾上町3番 1号

氏 名  長崎県知事 大石 賢吾

借 受 人 住 所

氏 名

F「

印

貸付物件の表示

名  称 所 在 地 貸付箇所
貸 付 面 ン

債

２
ｍ

台数

長崎県庁行政棟 長崎市尾上町 3番 1号
8階

(物件番号 16)
1.32 1
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別紙

自動販売磯の仕様及び管理運営上の道守事項

1 設置場所

(1)麟
(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

8階 傷町紙の位置図及び平面図参照)

2 自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 (使用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置

範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環境対策

①  「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークカット」、
「ヒートポンプ式』等、消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。

② 地球温暖化係数 lGWP)の低いヽ二酸化炭素 (C02)、 炭イ閉く素 lHC)、 又はハイドロフルオロオレフ

ィン lI『01234yf)等 を冷媒として採用した機種とすること。

ただし、膨 ミック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地球温暖化対策の推進に関

する法律 (平成10年法律第■7→引 イこよる)」 を認める。

3 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター (計量法 (平成4年法律第 51号)に基づく

検査に合格したものに限る。)を設置すること。なおそ設置に当たっては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たつては、安全対策として、 JIS規格及び業界自ギ共準に準拠した軒パ檸l防

止措置を講じること。

(2)管理運営

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自キ基準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に1個以上の割合で貸付面積を超えな

い範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイタル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が栓れたりすることがないよう、適切な維持管理を行うこと

④ 商品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うことを

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦清等については、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。            一

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。´

⑦ 自動販売機を設置 。運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできませ航

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、脱 ミンク等の密閉式の容器とすること。(カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないことも
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第 8号様式

県 有 財 産 貸 付 契 約 書

貸付人 長崎県知事 大石 賢吾 (以下「甲」という。)と借受人

とは、県有財産の貸付けにういて、次のとおり契約を締結する。

(以下「乙」という。)

(信義誠実の義務)

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

喰付物件及び貸付目的)

第2条 甲は、末尾記載の貸付場所 (以下「貸付物件」という。)を自動販売機の設置場所として乙に貸し付

ける。

2 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当たつては、

別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵時事項」を遵守しなければならなヤヽ

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、令和6年 4月 1日 から令和8年 3月 31日 までとする。

2 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わなし比

(割糾 )

第4条 貸付期間に係る貸付料は、金OOOOO円 (消費税及び地方消費不見本目当額を含む。)(※設置場所が

土地の場合「(消費税及び地方消費税フトロ当額を含む。)」 は削ること。)と し、各年次に属する貸付料 (Z臀働

は、次に掲げる額とする。

年 次 期 間 貸付料 (年額)

第 1年次 自 令和 6年 4月  1日 至 令和 7年 3月 31日 円

第 2年次 自 令和 7年  4月  1日 至 令和 8年 3月 31日 円

(契約保証金)

第 5条 契約保証金は、金OOOOO円 とする。

2 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付料に充

当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。

3 甲が第 19条第 1項第 1号又は同条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約保証金は

甲に帰属する。

4 甲は、貸付期間満了後において、乙が第 22条の規定により貸付物件を原状に回復し、第S条に規定する

電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。

5 契約録証金には利息を付さない。

(貸付料の納付)

第6条 乙は、第4条に定める各年次に属する貸付料 (年額)を、甲が別途発行する納入通知書により、毎

年4月 30日 (当該日が金融機関の体業日であるときは、その翌営業日)までに当該年次分を甲に納付す

るものとする。

2 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。

(費用負押_l
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第 7条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19条第1項第

2号の規定により撤去する場合は、この限りでない。

(電気料の納付)

第 8条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置するものと

する。

2 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メーターの表示

する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙に納入通知書を送

付するものとする。

3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。

α聾壼FU′息)                 ・

第 9条 甲は、るが第 6条第 1項に定める沐M寸期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第3項に定める

納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利2.5
パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等により上むを得ないと認めら

れるときはこの限りでなし比

(貸付物件の引き渡し)

第 10条 甲は、第 3条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すも

のとする。

(契約不適合責任等)

第 ■条 乙は、この契約締結後、貸イヽ十物件に契約の内容に適合しないものを発見しても、甲に対し、貸付物

件の補修、代替地の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、貸付料の減免又は損害賠償の請求

をすることができないを

2 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法 (平成 12年法律第61号)の適用を受ける場合は、

乙は、貸付期間の初日の日から2年間に限り、貸付物件に契約不適合があることを発見した場合、甲に対

し、貸付物件の補修の請求、代替物の引渡し請求、不足分の引渡しによる履行の追完の請求、その不適合

の程度に応じた代金の減額請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができるものとする。

3 乙はt貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅夫又は

毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。

(原形変更の禁止)

第 12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書により甲の承

認を受けたときは、この限りではなセち

(権禾Uの期 び転貸の禁止)                '
第 13条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(管理義務)

第 14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

(第二者への損害の賠償義務)

第 15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第二者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事

由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。

2 甲が、乙に代わつて前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるもの

とする。

(通知義務)
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第 16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければなら

ないぅ_

(商品等の盗難又は毀損)

第 17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販

売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責

を負わない。

(実地調査等)

第 18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の報告若し

くは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若

しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠つてはならない。

(契約の解内

第 19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)乙がこの契約に違反したとき。

(2)甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

2 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があらた場合、乙に対し催告その他何らの手続

を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。

(2)銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。

(3)甲 の書面による承諾なく、(乙が 2か月以上貸付物件を使用 しないとき。

(4)甲 の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。

(5)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。

(6)資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契

約を継続しがたい事態になったと認めたとき。

(7)前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。

3 乙は、第 4条に定める第 1年次又は第 2年次の末日の 3か月前までに、甲に対して文書で解約の申入れ

を行 うことにより、当該年次の末日をもつて本契約を解除することができる∫

(暴力団等の排除に係る契約解除)

第 20条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱 (平成 22年 9月 13日施行)月叫表 1

に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく(本件契

約を即時解除することができる。

2 甲が前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わな

い 。

3 同条第1項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第4条に定める貸付料総額の 10

の1に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。

4 前項の場合において、第 5条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保

証金をもつて違約金に充当することができる。

(畔 )

第 21条 乙は、貸付期間の満了又は第19条及び第20条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する

場合においては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければならな

い 。
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傾形回復の義務)                 .
第 22条 乙は、第12条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求権を放棄

することで甲の承認を受けていない限り(前条の規定により当該物件を甲に返還する際、原形に回復する

ものとする。

2 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。

(損害賠償)

第 23条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違反したこ

とにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に紺しその損害を賠償しなければならない。

2 甲が第 19条第 1項第 2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙

は〔甲に対しその補償を請求できるものとする。

(協調                                    ・

第 24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、甲乙協

議のうえ決定する。

(管轄裁判所)

第 25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記路押印のうえ各自その 1通を保有する。

令和   年   月   日

貸 付 人 住 所  長崎市尾上町 3番 1号

氏 名  長崎県知事 大石 賢吾

借 受 人 住 所

氏 名

阿
Ｐ

ｒ
ト

Ｈ
Ｐ

ｒ
ト

貸付物件の表示

名  称 所 在 地 貸付箇所
貸付面′蹟

(ぜ )

台数

長崎県サ暫子政棟 長崎市尾上町 3番 1号
8階

(物件番号 17)
1.32 1
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別紙

自動販売機の仕様及び管理運営上の道守事項

1‐ 設置場所

(1)方待費名

(2)所在地

(3)設置箇所

長崎県庁行政棟

長崎市尾上町 3番 1号

8階 傷町紙の位置図及び平面図参照)

3

2 自動販売機の仕様

(1)大きさ

設置面積 lイ吏用済み容器回収ボックスを含む)は、「位置図・平面図」において示す各設置箇所の設置

範囲に収まる大きさとし、高さは2m以内とすること。

(2)環謗謳砒末

①  「ゾーンクーリング」、「照明の自動点滅・減光」、「学習省エネ」、「真空断熱材」、「ピークヵント」、
「ヒートポンプ式」等、消費電力量の低減に資する技術を導入した機種とすること。

② 地球温暖化係数 (GWP)の低い、二酸化炭素 (C02)、 炭化水素 lHC)、 又イまハイドロフルオロオレフ

ィン lHF01234yf)等を冷媒として採用した機種とすること。         ´

ただし、脱 ミック式の自動販売機については、いわゆる「代替フロン (地醐 籐 の推進に関

する法律 (平成 10年継律第 117号)による)」 を認める。

自動販売機の設置及び管理運営上の道守事項

(1)設置

① 設置する自動販売機の電気使用量を測定する子メーター (計量法 (平成4年法律第 51号)イこ基づく

検査に合格したものに限る。)を設置すること。なお、設置に当たっては、本県の指示に従うこと。

② 自動販売機の設置に当たつては、安全対策として、 JIS規格及び業界自主基準に準拠した転倒防

止措置を講じること。

(2)管理運営

① 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令及び業界自キ共準を遵

守し、衛生管理に万全を期すること。

② 商品の補充、売上金の回収、釣り銭の補充等は設置事業者が行うとともに、常に商品の賞味期限に

注意し、適切な在庫・補充管理を行うこと。     、

③ 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機 1台に1個以上の割合で貸付面積を超えな

い範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクル及び設置場所周辺の清掃を行うこと。

また、回収ボックスから使用済み容器が冷れたりすることがなぃよう、適切な維持管理を行うこと

④ 商品の搬入 。廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、本県の指示に従うこと。

⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び静清等にういては、設置事業者の責任において対応するととも

に、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

⑥ 県が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品に関係のない広告等を表示しないこと。

⑦ 自動販売機を設置 。運営する権利を第二者に譲渡又は転貸することはできませ疵

(3)販売商品及び販売価格

① 販売商品は、飲料 (清涼飲料水、乳飲料等)と し、酒類は販売しないこと。

② 容器は、缶、ペットボトル、ビン、脱 ミック等の密閉式の容器とすること。 (カ ップ式は不可)

③ 販売価格は、標準小売価格を超えないこと。
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